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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ウエスト開口部と一対のレッグ開口部とを有するパンツ型の使い捨ておむつであって、
　展開状態のおむつ長手方向における全長が４４０～５３０ｍｍであり、展開状態のおむ
つのサイドシール部の長さが９０～１４０ｍｍであり、
　接合状態のおむつにおける前記ウエスト開口部から前記レッグ開口部までの領域を、長
手方向に４等分する仮想分割線をひき、該ウエスト開口部側から順に第１領域、第２領域
、第３領域、第４領域を仮想的に考えたときに、第２領域のおむつ着用時の圧力の平均値
が０．９～１．８ｋＰａで且つ最大値が２．５ｋＰａ以下となされており、また第１領域
及び第３領域は、おむつ着用時の圧力が第２領域よりも低くなされており、
　第２領域は、おむつを着用したときに着用者の腸骨稜から上前腸骨棘に当接する部位に
形成されているパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項２】
　第１領域ないし第３領域において、おむつ着用時の圧力が、第２領域が最も高く、次い
で第１領域が高く、第３領域が最も低い請求項１記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項３】
　第１領域のおむつ着用時の圧力の平均値が０．３～１．２ｋＰａとなされている請求項
１又は２記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項４】
　第３領域のおむつ着用時の圧力の平均値が０．２～１．０ｋＰａとなされている請求項
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１ないし３の何れかに記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項５】
　前記レッグ開口部に沿って弾性部材が伸張状態で配されており、該レッグ開口部のおむ
つ着用時の圧力が１．０～２．４ｋＰａとなされている請求項１ないし４の何れかに記載
のパンツ型使い捨ておむつ。
【請求項６】
　第２領域が、おむつの左右両側縁と吸収体の左右両側縁との間に主として存在している
請求項１ないし５の何れかに記載のパンツ型使い捨ておむつ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、パンツ型使い捨ておむつ、特に幼児用のパンツ型使い捨ておむつに関する。
【背景技術】
【０００２】
　パンツ型使い捨ておむつにおいて、ウエスト開口部とレッグ開口部との間に、おむつの
幅方向に延びる弾性部材を配したものが知られている。例えばおむつの少なくとも腹側が
、コアの前端縁を境とする上下各最大２０ｍｍの範囲で画成される第１胴周り域と、該第
１胴周り域とレッグ開口部との間に画成される第２胴周り域とを有し、第１胴周り域にお
ける弾性部材の各々の配列間隔寸法を、第２胴周り域における弾性部材の各々の配列間隔
寸法よりも小さくしたパンツ型使い捨ておむつが提案されている（特許文献１参照）。こ
のおむつは、第１胴周り域及び第２胴周り域における一定面積の当たりの面圧を実質的に
等しくしつつ、肌に対する密着性に関し、第１胴周り域を第２胴周り域よりも良好にする
ことで、おむつの着用感を損なうことなく漏れを防止しようとするものである。
【０００３】
　また弾性部材の配設間隔を、レッグ開口部に向かうに連れて漸次狭くなるようにするこ
とで、着用者の胴部腰骨の上部に強い収縮力が働くようにしたパンツ型使い捨ておむつも
知られている（特許文献２参照）。
【０００４】
　しかしこれらのおむつでは、ウエスト開口部に強い締め付け圧が加わるので、おむつを
着用させにくくなるおそれがある。また、着用中におむつがずれ落ちて外観が低下し、さ
らにずれ落ちに起因して着用者が動きにくくなる、尿および便の漏れが生じる等のおそれ
もある。
【０００５】
【特許文献１】特開平９－８４８２６号公報
【特許文献２】実開平６－４２１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って本発明の目的は、前述した従来技術が有する種々の欠点を解消し得るパンツ型使
い捨ておむつを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、ウエスト開口部と一対のレッグ開口部とを有するパンツ型の使い捨ておむつ
であって、
　展開状態のおむつ長手方向における全長が４４０～５３０ｍｍであり、展開状態のおむ
つのサイドシール部の長さが９０～１４０ｍｍであり、
　接合状態のおむつにおける前記ウエスト開口部から前記レッグ開口部までの領域を、長
手方向に４等分する仮想分割線をひき、該ウエスト開口部側から順に第１領域、第２領域
、第３領域、第４領域を仮想的に考えたときに、第２領域のおむつ着用時の圧力の平均値
が０．９～１．８ｋＰａで且つ最大値が２．５ｋＰａ以下となされており、また第１領域
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及び第３領域は、おむつ着用時の圧力が第２領域よりも低くなされているパンツ型使い捨
ておむつを提供することにより前記目的を達成したものである。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明のパンツ型使い捨ておむつは、装着直後の着用状態（外観）が良好であり、且つ
おむつの着用中に着用者の動作等に起因するおむつのずれ落ちが起こりづらい。特におむ
つの股下部のだぶつきが起こりづらい。従って、着用状態のおむつの外観を良好に保つこ
とができる。おむつのずれ落ちに起因して着用者の動作が妨げられることもなく、且つ尿
や便の漏れも生じづらい。またおむつに配されている弾性部材が着用者の身体を過度に締
め付けることが防止され、着用感が良好になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　以下本発明を、その好ましい実施形態に基づき図面を参照しながら説明する。図１には
、本発明のパンツ型使い捨ておむつの一実施形態の斜視図が示されている。図２には、図
１に示すおむつを組み立てる前の状態の分解斜視図が示されている。図３には、図２にお
けるおむつの展開状態の平面図が示されている。なお以下の説明において、おむつの展開
状態とは、おむつのサイドシール部が接合される前の状態をいい、接合状態とはサイドシ
ール部が接合された後の状態をいう。
【００１０】
　本実施形態のおむつ１は、液透過性の表面シート２、液不透過性の裏面シート３及び両
シート２、３間に介在配置された液保持性の吸収性コア４を有する実質的に縦長の吸収体
本体１０と、該吸収体本体１０の裏面シート３側に配された外包材１１とを備えている。
【００１１】
　外包材１１は、その両側縁が、長手方向中央部において内方に括れた砂時計形の形状を
しており、おむつの輪郭を画成している。外包材１１はその長手方向において、着用者の
腹側に配される腹側部Ａと背側に配される背側部Ｂとその間に位置する股下部Ｃとに区分
される。腹側部Ａ及び背側部Ｂは、外包材１１の長手方向前後端部に相当し、股下部Ｃは
外包材１１の長手方向中央部に相当する。外包材１１は、その腹側部Ａの両側縁Ａ１，Ａ
２と背側部Ｂの両側縁Ｂ１，Ｂ２とが互いに接合されて、おむつ１にはウエスト開口部５
及び一対のレッグ開口部６が形成される。この接合によって、おむつ１の左右両側縁には
一対のサイドシール部Ｓが形成される。この接合には例えばヒートシール、高周波シール
、超音波シール等が用いられる。
【００１２】
　表面シート２、裏面シート３及び吸収性コア４はそれぞれ矩形状であり、一体化されて
縦長の吸収体本体１０を形成している。表面シート２及び裏面シート３としては、従来こ
の種のおむつに用いられているものと同様のものを用いることができる。また吸収性コア
４は、高吸収性ポリマーの粒子及び繊維材料から構成されており、ティッシュペーパ（図
示せず）によって被覆されている。
【００１３】
　図２に示すように、吸収体本体１０の長手方向の左右両側には、液抵抗性ないし液不透
過性で且つ通気性の素材から構成された側方カフス８、８が形成されている。各側方カフ
ス８は、吸収体本体１０の長手方向に沿って固定端部及び自由端部を有している。固定端
部は、表面シート２に固定されている。一方、自由端部の近傍には、側方カフス弾性部材
８１が伸張状態で配されている。これにより、使用時において側方カフス弾性部材８１が
収縮することにより側方カフス８が起立して、吸収体本体１０の幅方向への液の流出が阻
止される。
【００１４】
　外包材１１は、少なくとも二枚の不織布、即ち外層不織布１２と該外層不織布１２の内
面側に配された内層不織布１３とを有している。外層不織布１２はおむつ１の外面をなし
、内層不織布１３は外層不織布１２の内面側に、ホットメルト粘着剤等の接着剤によって
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接合されている。おむつの外側からの液の染み込み及び内側からの液のしみ出しを防止す
る観点から、内層不織布１３及び外層不織布１２は、両方の不織布が撥水性不織布である
ことが好ましい。
【００１５】
　外包材１１は、吸収体本体１０の前後端縁から外方に延出しており、延出した部分が吸
収体本体１０側に折り返されている。折り返された外包材１１は、吸収体本体１０の前後
端部上（即ち吸収体本体１０の前後端部における表面シート２上）を被覆している。
【００１６】
　外包材１１における前後端部には、前後端縁に沿って、複数のウエスト部弾性部材５１
、５１がその幅方向に亘り配されている。各ウエスト部弾性部材５１、５１は、外層不織
布１２と内層不織布１３とによって伸張状態で挟持固定されている。各ウエスト部弾性部
材５１、５１は、おむつ１の腹側部Ａの両側縁Ａ１，Ａ２と背側部Ｂの両側縁Ｂ１，Ｂ２
とを互いに接合させたときに、両弾性部材５１、５１の端部同士が重なるように配されて
いる。これによって、図１に示すように、おむつ１のウエスト開口部５の付近には実質的
に連続したリング状のウエストギャザーが形成される。
【００１７】
　外包材１１における左右両側の湾曲部には、レッグ部弾性部材６１ａ、６１ｂが配され
ている。各レッグ部弾性部材６１ａ、６１ｂは、前記湾曲部に沿って配されている。各レ
ッグ部弾性部材６１ａ、６１ｂは、外層不織布１２と内層不織布１３との間に配されてお
り、所定の接合手段によって、両不織布１２、１３に伸張状態で固定されている。各レッ
グ部弾性部材６１ａ、６１ｂは、その一端どうしが股下部Ｃにおいて重なり合っている。
一方、他端は腹側部Ａ及び背側部Ｂの各側縁の位置において終端している。各レッグ部弾
性部材６１ａ、６１ｂは、おむつ１の腹側部Ａの両側縁Ａ１，Ａ２と背側部Ｂの両側縁Ｂ
１，Ｂ２とを互いに接合させたときに、両弾性部材６１ａ、６１ｂの端部同士が重なるよ
うに配されている。これによって、図１に示すように、おむつ１のレッグ開口部６、６の
付近には実質的に連続したリング状のレッグギャザーが形成される。
【００１８】
　本実施形態のおむつ１においては、図３に示すように、接合状態のおむつ１の腹側部Ａ
及び背側部Ｂそれぞれにおいて、ウエスト開口部５からレッグ開口部６までの領域を、お
むつ１の長手方向に４等分する仮想分割線をひき、ウエスト開口部側から順に第１領域７
Ａ、第２領域７Ｂ、第３領域７Ｃ、第４領域７Ｄの４つの領域を仮想的に考える。各領域
７Ａ～７Ｄはおむつ１の幅方向に延在している。この４つの領域のうち、第１領域７Ａに
はウエスト部弾性部材５１が主として存在している。また第４領域７Ｄにはレッグ部弾性
部材６１ａ，６１ｂが主として存在している。また、第１領域７Ａと第４領域７Ｄとの間
の第２領域７Ｂ及び第３領域７Ｃには、おむつ１の幅方向に延びる弾性部材が多数配され
ている。これらの弾性部材のうち、第２領域７Ｂに存在するものを第１弾性部材７１ａと
呼び、第３領域７Ｃに存在するものを第２弾性部材７２ａと呼ぶこととする。
【００１９】
　第１弾性部材７１ａ及び第２弾性部材７２ａは何れも、おむつ１の左右両側縁（即ち外
包材１１の左右両側縁）と吸収性コア４の左右両側縁との間に亘って延在している。そし
て、吸収性コア４が存在している部位には、第１弾性部材７１ａ及び第２弾性部材７２ａ
は何れも実質的に存在していない。その結果、第２領域７Ｂ及び第３領域７Ｃに形成され
るギャザーは、おむつ１の左右両側縁と吸収性コア４の左右両側縁との間に位置しており
、吸収性コア４が存在する位置にはギャザーが実質的に形成されていない。これにより、
着用状態においても吸収性コア４が存在している部位は、第１弾性部材７１ａ及び第２弾
性部材７２ａの収縮により外包材１１が縮むことがなく、おむつ１は外観的にも、また吸
収性能的にも良好なものとなる。しかし本発明はこの構成に限定されることはなく、第１
弾性部材７１ａ及び第２弾性部材７２ａがおむつ１の幅方向において実質的に全周に亘っ
て配置されていてもよい。
【００２０】
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　本実施形態のおむつ１における各弾性部材としてはそれぞれ、天然ゴム、ポリウレタン
系樹脂、発泡ウレタン系樹脂、伸縮性不織布又はホットメルト系伸縮部材等の伸縮性素材
を糸状（糸ゴム）、帯状（平ゴム）、ネット状（網状）又はフィルム状に形成したものが
好ましく用いられる。
【００２１】
　而して本実施形態のおむつ１においては、第２領域７Ｂにおけるおむつ１の着用時の圧
力の平均値が０．９～１．８ｋＰａで且つ最大値が２．５ｋＰａ以下となされている。第
２領域７Ｂは、おむつ１を着用したときに着用者の腸骨稜から上前腸骨棘にかけての部位
（以下、腸骨領域ともいう）に当接する部位に好ましくは形成されている。腸骨稜及び上
前腸骨棘は解剖学の用語である。腸骨稜とは図４において９ａで示される部位であり、上
前腸骨棘とは同図において９ｂで示される部位である。従来、パンツ型おむつの着用中の
ずれ落ちを防止するためには、特に幼児用のパンツ型使い捨ておむつの着用中のずれ落ち
を防止するためには、ウエスト開口部に配設する弾性部材の締め付け圧を高くして、該ウ
エスト開口部によってパンツ型おむつを着用者の身体に密着させることが有効であると考
えられてきた（例えば、先に述べた特許文献２参照）。しかし本発明者らの検討の結果、
パンツ型おむつの着用中のずれ落ちを効果的に防止するためには、ウエスト開口部の締め
付け圧、即ち本実施形態においては第１領域７Ａの締め付け圧を高くするよりも、着用者
の腸骨領域に対応するおむつの部位である第２領域７Ｂの締め付け圧を従来よりも高める
ことが有効であることが見出された。この理由は、着用者、特に幼児は、その身体的な特
徴として腹まわりが張り出しているので、当該張り出している腹まわりに当接するウエス
ト開口部の締め付け圧を高くすると、その締め付け圧が高い故にウエスト開口部が次第に
絞り込まれて、腹まわりが細くなる部位にまで該ウエスト開口部がずれ下がってくるから
である。
【００２２】
　図５は赤ちゃんの体を円錐に見立てた状態を示している。図中、θはウエスト部（点Ａ
）における接線に対する垂線と、体の中心に向かう水平線のなす角度を表し、Ｆは弾性体
の締め付け力を示し、ＰはＦに起因する摩擦力を示し、ｆ１はＦに起因するズレ落ち力を
示し、ｆ２は垂直抗力を示している。ここで、ｆ１＝Ｆｓｉｎθであり、またＰ＝νＮ＝
νｆ２＝νＦｃｏｓθ（νは摩擦係数を表す）であるから、点Ａにおける下方に向くずれ
落ち力Ｚは次式で表される。
　Ｚ＝ｆ１－Ｐ＝Ｆｓｉｎθ－νＦｃｏｓθ＝Ｆ（ｓｉｎθ－νｃｏｓθ）
　この式から、ウエスト部がずれ落ちの生じる状態にある場合、締め付け力（Ｆ）が大き
い程ずれ落ち力が大きくなることが理解できる。
【００２３】
　前述した通り、第２領域７Ｂにおけるおむつ１の着用時の圧力の平均値は０．９～１．
８ｋＰａ、最大値が２．５ｋＰａ以下である。第２領域７Ｂにおけるおむつ１の着用時の
圧力の平均値が０．９ｋＰａ未満であると、おむつ１の第２領域７Ｂを着用者の腸骨領域
に固定することが困難となり、その結果おむつ１がずれ落ちてしまい、着用状態でのおむ
つ１の外観が非常に低下してしまう。特に、おむつ１の股下部Ｃでのだぶつきが顕著にな
ってしまい、また尿および便の漏れの原因となる。一方、第２領域７Ｂにおけるおむつ１
の着用時の圧力の平均値が１．８ｋＰａ超であると、着用者の身体を過度に締め付けてし
まうほか、おむつ１の装着操作が困難になってしまう。また着用によって弾性部材の跡が
肌に残ることを防止する観点から、装着圧が局所的に高くなっている部位が存在すること
は好ましくない。この観点から、おむつ１の着用時の圧力の最大値は２．５ｋＰａ以下で
あることが重要である。おむつ１のずれ落ちを一層効果的に防止し、また着用状態でのお
むつ１の外観やおむつ１の装着操作を一層向上させる観点から、第２領域７Ｂにおけるお
むつ１の着用時の圧力の平均値は０．８～１．６ｋＰａであることが好ましく、０．９～
１．５ｋＰａであることが更に好ましい。また、着用によって弾性部材の跡が肌に残るこ
とを一層防止する観点から、おむつ１着用時の圧力の最大値は２．０ｋＰａ以下であるこ
とが好ましく、１．８ｋＰａ以下であることが更に好ましい。
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【００２４】
　第２領域７Ｂにおけるおむつ１の着用時の圧力の平均値及び最大値は、例えば第１弾性
部材７１ａの素材、太さや伸長率、或いは配設間隔を調整することでコントロールするこ
とができる。
【００２５】
　第２領域７Ｂにおけるおむつ１の着用時の圧力の平均値及び最大値は、周長が５００ｍ
ｍの円筒におむつ１を装着し、装着圧測定装置（（株）エイエムアイ・テクノ製の接触圧
測定器（ＡＭＩ３０３７－２））によって測定される。具体的な測定法は以下の通りであ
る。
【００２６】
　　〔第２領域７Ｂの圧力の測定方法〕
　φ＝１５ｍｍのエアパックを用い、第２領域と第１領域の境界線上にエアパックの中心
が位置するようにセットし、装着圧（Ｐ１）を測定する。エアパックをセットするおむつ
幅方向の位置は、おむつの左右両側縁と吸収性コア４の左右両側縁とのほぼ中心とする（
図３参照）。続いておむつ長さ方向に５ｍｍエアパックの中心を移動させ装着圧（Ｐ２）
を測定する。同様に５ｍｍ間隔で測定を行い、Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，・・・，Ｐｎを得る。
Ｐ１ないしＰｎの測定は第２領域の範囲内で行う。Ｐ１ないしＰｎは腹側部及び背側部に
おいてそれぞれ左右２点ずつ、計４点測定し、これらの平均値から求める。得られたＰ１
ないしＰｎの平均値より、おむつ１の着用時の圧力の平均値を得、Ｐ１ないしＰｎの最大
値より、おむつ１の着用時の圧力の最大値を得る。
【００２７】
　円筒の周長を５００ｍｍとした理由は、本実施形態のおむつ１を着用する主たる対象者
である幼児の腹まわりの長さの平均がおおよそ５００ｍｍであることによる。なお、ここ
で言う腹まわりの長さは、幼児の姿勢が変化した時の腹まわりの周長の変化を考慮し、立
位および座位で測定した腹まわりの平均値である。
【００２８】
　着用者の腸骨稜から上前腸骨棘にかけての部位には一定の幅があり、当該幅の範囲内で
おむつ１の第２領域７Ｂを当該部位に固定することで、おむつ１のずれ落ちを効果的に防
止することができる。この観点から、本実施形態のおむつ１においては、サイドシール部
Ｓの長さを９０～１４０ｍｍなしている。この幅が９５～１３５ｍｍ、特に９５～１３０
ｍｍであると、おむつ１のずれ落ちを一層効果的に防止することができ、また着用状態で
のおむつ１の外観やおむつ１の装着操作（はかせやすさ等）を一層向上させることができ
る。
【００２９】
　おむつ１においては、サイドシール部Ｓの長さに加えて、おむつ１の展開状態における
長手方向の全長Ｌが４４０～５３０ｍｍになされている。前述したように、第２領域が着
用者の腸骨稜から上前腸骨棘にかけての部位に当接する部位に形成されている限りにおい
ては、それより上の部分（第１領域）はおむつのずれ落ちに対して効果はなく、逆に第１
領域の締め付け圧が強いと前記腸骨付近にまで第１領域部が下がってきてしまうという不
具合が生じる。第１領域の長さが必要以上に長くなると、ずれが生じるおそれを持った部
分が長くなるため好ましくない。従ってずれ落ち防止の観点から、またおむつ装着時の「
すっきり感」を高める観点から、第１領域のおむつ長手方向長さは極力短くすることが望
ましい。しかし、衣服としておむつを考えた場合、第１領域にはある程度の長さが必要と
なる。本発明者らが種々の検討の行ったところ、おむつ１の展開状態における長手方向の
全長Ｌを４４０～５３０ｍｍにすることにで、おむつ着用時の衣服としての「安心感」及
び「すっきり感」を損なうことなく、第２領域を腸骨稜から上前腸骨棘にかけての部位に
当接させることができ、「ずれ落ち防止性」をも兼ね備えたおむつを得ることができるこ
とを見出した。着用時における「安心感」、「すっきり感」及び「ずれ落ち防止性」を更
に向上させるためには、おむつ１の展開状態における長手方向の全長Ｌを４５０～５２０
ｍｍにすることが好ましく、４６０～５１５ｍｍにすることが更に好ましい。
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【００３０】
　おむつ１を着用した状態で、第２領域７Ｂが着用者の腸骨稜から上前腸骨棘にかけての
部位に当接するようにするためには、おむつ１の寸法と着用者の体格との関係が重要であ
る。例えばパンツ型おむつの主たる着用対象者である幼児を考えた場合、おむつ１の展開
状態において、腹側部Ａの第２領域７Ｂの中心位置（おむつ１の長手方向に沿う中心位置
）とおむつ１の長手方向中心線ＣＬとの間の距離Ｋ１を好ましくは１８０～２２０ｍｍと
し、またおむつ１の展開状態において、背側部Ｂの第２領域７１の中心位置（おむつ１の
長手方向に沿う中心位置）とおむつ１の長手方向中心線ＣＬとの間の距離Ｋ２を好ましく
は１８０～２２０ｍｍとすることで、第２領域７Ｂを着用者の腸骨領域に首尾良く当接さ
せることができる。この値はパンツおむつの主たる着用対象者である幼児約３５０人の身
体計測を実施して決定されたものである。具体的には図６に示すように、上前腸骨棘の水
平位置高さにある腹側部左右中心点を上前腸骨棘高前中心とし、背側部を上前腸骨棘高後
中心とすると、上前腸骨棘高前中心から股下を経由し上前腸骨棘高後中心までの長さを上
前腸骨棘高前後長とし、この上前腸骨棘高前後長におむつの材料による厚み等を考慮した
必要長を加えて得られた数値を二分したものである。当該距離Ｋ１およびＫ２を１８５～
２１５ｍｍ、特に１９０～２１５ｍｍとすることで、第２領域７Ｂを着用者の腸骨領域に
一層首尾良く当接させることができる。
【００３１】
　第２領域は腹側部Ａ及び背側部Ｂに存在するが、腹側部Ａ及び背側部Ｂにおける装着時
の圧力は全く同じである必要はない。即ち、腹側部Ａ及び背側部Ｂにおける第２領域の装
着時の圧力の平均値が０．９～１．８ｋＰａであり、腹側部Ａ及び背側部Ｂにおける装着
時の圧力の最大値が２．５ｋＰａ以下であることを満たせば、弾性体の素材、太さ、伸長
率、配設間隔は腹側部Ａ及び背側部Ｂにおいて異なっていてもよい。しかし、腹側部Ａ及
び背側部Ｂの第２領域の構成が過度に異なると、外包材１１における長手方向前後端部の
左右両側部どうしが互いに接合されている部位が、装着時において前後いずれかにずれて
しまい、おむつ１の外観に不具合が生じることがある。そこで、腹側部Ａ及び背側部Ｂに
おける第２領域の装着時の圧力の平均値の大きい方をＡ、小さい方をＢとした時、（Ａ－
Ｂ）／Ａの比が３０％以内であることが好ましい。
【００３２】
　本発明において、おむつ１の長手方向中心線ＣＬとは、おむつ１の腹側部Ａの両側縁Ａ
１，Ａ２と背側部Ｂの両側縁Ｂ１，Ｂ２とが実質的にずれることなく互いに接合されてい
る場合においては、おむつ１の展開状態におけるＡ１、Ｂ１の中点を通るおむつ幅方向に
沿う直線のことをいう（図３参照）。これと異なり、例えば図７（ａ）及び（ｂ）に示す
ように、腹側部Ａの両側縁Ａ１，Ａ２が、背側部Ｂの両側縁Ｂ１’，Ｂ２’と接合されて
おらず、両側縁Ｂ１’，Ｂ２’よりも長手方向内方の位置であるＢ１，Ｂ２において接合
されている場合においては、Ｂ１，Ｂ２からＢ１’，Ｂ２’にかけての領域をないものと
仮定した上で、前述と同様に、おむつの長手方向中心線を定める。
【００３３】
　先に述べた通り、本実施形態におむつ１においては、主として、第２領域７Ｂに配され
た第１弾性部材７１ａによる締め付け力によっておむつ１を着用者の身体に固定している
。換言すれば、従来のパンツ型おむつと異なり、主として第１領域７Ａに配されたウエス
ト部弾性部材５１による締め付け力は、本実施形態のおむつ１においては、おむつ１を着
用者の身体に固定するための主たる手段ではない。逆にウエスト開口部５の締め付け力を
高くしてしまうと、おむつ１のずれ落ちが助長されてしまうことが本発明者らによって確
認されている。この観点から、本実施形態のおむつ１においては、おむつ着用時の第１領
域７Ａの圧力の平均値は、従来のパンツ型おむつのそれよりも低い値である０．３～１．
２ｋＰａとなされていることが好ましい。この圧力は、おむつ着用時の第２領域７Ｂの圧
力よりも低く設定することが必要である。また、おむつ着用時の第１領域７Ａの圧力を前
記範囲内とすることで、おむつ１の着用時にウエスト開口部５を拡開しやすくなり、装着
操作を行いやすくなるという利点もある。０．３ｋＰａ以下であると装着する前のおむつ
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１の自然長が大きくなり、衣服として見たときの見映えが悪い等の不具合が生じることが
ある。
【００３４】
　おむつ着用時の第１領域７Ａの圧力の平均値が、より好ましくは０．４～１．２ｋＰａ
、更に好ましくは０．５～１．１ｋＰａとなされていると、おむつ１のずれ落ちを一層効
果的に防止することができる。第１領域７Ａの圧力の平均値は、先に述べた第２領域７Ｂ
の圧力の平均値と同様の方法によって測定することができる。即ち、おむつ１に周長５０
０ｍｍの円筒を挿入（装着）し、第１領域７Ａに装着圧測定装置のエアパック（φ＝１５
ｍｍ）の中心を位置させ装着圧（Ｐ１）を測定する。おむつ幅方向の位置は、おむつの左
右両側縁と吸収性コアの左右両側縁とのほぼ中心とする。続いておむつ長さ方向に５ｍｍ
エアパックの中心を移動させ装着圧（Ｐ２）を測定する。同様に５ｍｍ間隔で測定を行い
、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５，・・・，Ｐｎを得る。Ｐ１ないしＰｎの測定は第１領域７Ａの範囲
内で行う。Ｐ１ないしＰｎは腹側部及び背側部においてそれぞれ左右２点ずつ、計４点測
定し、これらの平均値から求める。得られたＰ１ないしＰｎの平均値より、おむつ１の着
用時の圧力の平均値を得る。第１領域７Ａの圧力の平均値は、例えばウエスト部弾性部材
５１の素材、太さや伸長率、或いは配設間隔を調整することでコントロールすることがで
きる。
【００３５】
　本実施形態のおむつ１においては、おむつ着用時の第３領域７Ｃの圧力の平均値が好ま
しくは０．２～１．０ｋＰａ、更に好ましくは０．３～０．８ｋＰａになされている。こ
れによって、おむつ１を着用者の身体に適度な圧力で密着させることができ、液漏れを効
果的に防止することができる。この圧力は、おむつ着用時の第２領域７Ｂの圧力よりも低
く設定することが必要である。第３領域７Ｃは、おむつ１を着用した場合に、着用者の腸
骨領域の下側の領域（下腹部）に当接する。この圧力は、第１領域７Ａ及び第２領域７Ｂ
におけるおむつ装着時の圧力の平均値を求めた方法と同様な方法で求めることができる。
すなわち、周長が５００ｍｍの円筒におむつ１を装着し、φ＝１５ｍｍのエアパックを用
い、第３領域と第２領域の境界線上にエアパックの中心が位置するようにセットし、装着
圧（Ｐ１）を測定する。エアパックをセットするおむつ幅方向の位置は、おむつの左右両
側縁と吸収性コア４の左右両側縁とのほぼ中心とする。続いておむつ長さ方向に５ｍｍエ
アパックの中心を移動させ装着圧（Ｐ２）を測定する。同様に５ｍｍ間隔で測定を行い、
Ｐ３，Ｐ４，Ｐ５，・・・，Ｐｎを得る。Ｐ１ないしＰｎの測定は第２領域の範囲内で行
う。Ｐ１ないしＰｎは腹側部及び背側部においてそれぞれ左右２点ずつ、計４点測定し、
これらの平均値から求める。得られたＰ１ないしＰｎの平均値より、おむつ１の着用時の
圧力の平均値を得る。
【００３６】
　既に述べた通り、第１領域７Ａ及び第３領域７Ａは、おむつ着用時の圧力が第２領域よ
りも低くなされている。これら三者の大小関係は次の通りであることが特に好ましい。即
ち、第１領域７Ａないし第３領域７Ｃにおけるおむつ着用時の圧力を比較したときに、第
２領域７Ｂの圧力が最も高く、次いで第１領域７Ａの圧力が高く、第３領域７Ｃの圧力が
最も低いことが好ましい。各部位の圧力にこのような序列を設けることで、着用中のおむ
つ１のずれ落ちが効果的に防止されるのみならず、おむつ１が着用者の身体に違和感なく
密着し、液漏れが効果的に防止される。
【００３７】
　おむつ１においては、おむつ着用時のレッグ開口部６の圧力が、１．０～２．４ｋＰａ
、特に１．２～２．２ｋＰａとなされていることが好ましい。おむつ着用時のレッグ開口
部６の圧力が前記範囲内であることによって、レッグ開口部６の開口端が着用者の鼠蹊部
に適正にフィットし、着用者の脚周りからの液漏れを効果的に防止することができる。ま
た、使用時において排尿／排便に起因しておむつ１の股下における重量が増加しても、股
下において吸収性コアが着用者の身体から離間することが防止され、着用中のおむつ１の
外観も低下及び尿や便の漏れが防止される。その結果、着用状態のおむつ１を良好な状態
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に保つことができる等の効果を得ることができる。
【００３８】
　レッグ開口部の装着圧は次の方法で測定される。装置／エアパックはウエスト開口部の
測定と同じである。おむつ１のレッグ開口部６に周長３００ｍｍの円筒を挿入（装着）し
、弾性部材６１ａ，６１ｂが配置された部位にて円周方向に５０ｍｍ間隔で６点測定を行
う。弾性部材６１ａ，６１ｂが複数本存在する場合は、該弾性部材が配置されている領域
の幅中心点にて測定を行う。右足および左足計１２点の平均値をレッグ開口部６の装着圧
とする。レッグ部弾性部材６１ａ，６１ｂが完全に、あるいは部分的にないものに関して
は相当部位における側方カフス弾性部材８１が配置されている領域の装着圧をもってレッ
グ開口部の装着圧とする。円筒の周長を３００ｍｍとした理由は、本実施形態のおむつ１
を着用する主たる対象者である幼児の鼠蹊部（足まわり）の長さの平均がおおよそ３００
ｍｍであることによる。
【００３９】
　以上、本発明をその好ましい実施形態に基づき説明したが、本発明は前記実施形態に制
限されるものではない。例えば前記実施形態のおむつ１においては、第１弾性部材７１ａ
又は第２弾性部材７２ａがおむつ１の左右両側縁と吸収性コア４の左右両側縁との間のみ
に配されているが、この構成に限定されることはなく、吸収性コア４の左右両側縁のみ各
弾性部材７１ａ又は７２ａの一部を重ねることもできるし、おむつの幅方向全長に亘って
配置させることもできる。この場合には、吸収性コア４と重なる部分の外包材１１には第
１又は第２弾性部材により収縮させる力が働くことになる。しかしそのような場合におい
ても、吸収性コア４が配されている領域に位置する外包材１１を、粘着剤により吸収性コ
ア４に貼り付けることで、吸収性コア４の剛性を利用して弾性部材の収縮を抑制し、吸収
性コア４が配された部分における外包材１１に皺が発生することを防止することができる
。また、外層及び内層不織布１２，１３に挟持固定されている第１弾性部材７１ａ又は第
２弾性部材７２ａを、吸収性コア４が配されている部分だけは、不織布１２，１３に殆ど
固定させないことによっても、吸収性コア４が配された部分における外包材１１に皺が発
生することを防止することもできる。
【００４０】
　また弾性部材７１ａの配し方は前記実施形態に制限されず、例えば図８に示すように、
腹側部Ａにおいて複数の第１弾性部材７１ａをおむつの幅方向全域に亘って配し、且つ第
１弾性部材７１ａの中央部分を、おむつの股下部Ｃへ向けて凸状に湾曲させてもよい。こ
のような第１弾性部材７１ａの湾曲形状によって、おむつ１の着用時に第１弾性部材７１
ａの押圧力が安定して着用者の腹まわりに作用するようになる。特に、腹まわりが張り出
している幼児の体型におむつが一層フィットしやすくなる。その結果、おむつの上下方向
の位置ずれが起こりにくくなる。
【００４１】
　更に、図９に示すように、腹側部Ａにおいて複数の第１弾性部材７１ａをおむつの幅方
向全域に亘って配し、且つおむつの股下部Ｃ寄りに位置する数本の第１弾性部材７１ａを
股下部Ｃへ向けて凸状に湾曲させてもよい。この場合、股下部Ｃに近い第１弾性部材７１
ａほど、その湾曲の程度を大きくすることが好ましい。第１弾性部材７１ａのこのような
配置によって、腹まわりの広い範囲を第１弾性部材７１ａで覆うことができる。その結果
、左右方向の収縮に加えて、上下方向の収縮の力が発生するので、おむつの上下方向の位
置ずれの防止と、おむつの幅方向中央部を上方に引き上げる効果を発生させることができ
る。
【００４２】
　また外包材１１においては、内層不織布１３及び外層不織布１２の何れか一方だけを、
撥水性不織布とすることが可能である。また側方カフス８で十分な防漏性を確保できる場
合には、内層不織布１３及び外層不織布１２の両方に透水性不織布も用いることも可能で
ある。
【実施例】
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【００４３】
　以下、実施例により本発明を更に詳細に説明する。しかしながら本発明の範囲はかかる
実施例に制限されるものではない。
　　〔実施例１〕
【００４４】
　　〔実施例１及び比較例１ないし５〕
　図１ないし図３に示すパンツ型おむつを作製した。吸収性本体１０における表面シート
２は、坪量２５ｇ／ｍ2の親水性エアースルー不織布から構成されていた。裏面シート３
、は坪量２０ｇ／ｍ2のポリエチレンシートから構成されていた。また外包材１１におけ
る外層不織布１１は、坪量２５ｇ／ｍ2の撥水性エアースルー不織布から構成されており
、内層不織布は、坪量１８ｇ／ｍ2の撥水性スパンボンド不織布から構成されていた。各
弾性部材によって生じる圧力は、弾性素材の種類、および伸長率を変えることで調整した
。得られたおむつにおける各値を表１に示す。
【００４５】
　得られたおむつを１～２才の幼児３人に装着させ、以下の評価を行った。その結果を表
１に示す。
（１）装着時の操作性（おむつのはかせやすさ）
　○：はかせやすい
　△：ややはかせやすい
　×：はかせにくい
（２）装着６０分後の第２領域の位置ずれ
　○：位置ずれ無し
　△：やや位置ずれあり
　×：位置ずれあり
（３）装着６０分後のウエスト開口部の位置ずれ
　○：位置ずれ無し
　△：やや位置ずれあり
　×：位置ずれあり
（４）装着６０分後の第２領域に対応する身体部位におけるゴム跡
　○：ゴム跡無し
　△：ややゴム跡あり
　×：ゴム跡
（５）装着直後でのおむつ外観
　○：すっきりしている
　△：ややすっきりしている
　×：すっきりしていない
（６）装着６０分後のおむつ外観
　○：すっきりしている
　△：ややすっきりしている
　×：すっきりしていない
【００４６】
　更に、実施例１及び比較例５のおむつについて、本発明の主たる効果である「装着６０
分後の第２領域に対応する身体部位におけるゴム跡の有無」及び「装着６０分後のウエス
ト開口部の位置ずれの有無」を詳しく評価した。これらのおむつを、月齢１１ヶ月～３７
ヶ月の乳幼児に各２５枚ずつ装着させ、「ゴム跡がつきにくい」、「位置ずれが起こりに
くい」について支持するかどうかを母親に聞き取り調査した。その結果を表２に示す。
【００４７】
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【表１】

【００４８】
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　表１に示す結果から明らかなように、実施例１のおむつは、はかせやすいものであり、
しかもおむつのずれ落ちが起こりにくく、装着直後及び装着後所定時間経過後でもおむつ
の外観が良好であることが判る。これに対して比較例１のおむつは、全長及びサイドシー
ル部の長さが長く、おむつ外観に劣ることが判る。また腸骨よりも上の部分が長いので、
ウエスト部がずれ落ちしやすい。比較例２のおむつは、第２領域の装着圧の平均値が高く
、はかせにくいものであることが判る。またゴム跡もつきやすい。比較例３のおむつは、
第２領域の装着圧の最大値が高く、はかせにくいものであることが判る。またゴム跡もつ
きやすい。比較例４のおむつは、第１領域の装着圧の平均値が高く、ウエスト部がずれ落
ちしやすいものであることが判る。また、はかせにくい。
【００４９】
【表２】

【００５０】
　表２に示す結果から明らかなように、実施例１のおむつは、「ゴム跡がつきにくい」、
「位置ずれが起こりにくい」という評価項目に関して、母親に非常に高い支持を受けてい
ることが判る。これに対して比較例５のおむつでは、母親の支持は約半分にとどまってい
る。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明のパンツ型使い捨ておむつの一実施形態を示す斜視図である。
【図２】図１に示すおむつを組み立てる前の状態を示す分解斜視図である。
【図３】図２における外包材の展開状態を示す平面図である。
【図４】腸骨を示す説明図である。
【図５】着用者のウエスト部におけるずれ落ち力の算出方法を示す説明図である。
【図６】上前腸骨棘高前後長の測定方法を示す説明図である。
【図７】図７（ａ）は本発明のおむつの別の実施形態を示す斜視図であり、図７（ｂ）は
図７（ａ）に示すおむつの展開状態を示す平面図である。
【図８】本発明のおむつの別の実施形態を示す、展開状態での平面図である。
【図９】本発明のおむつの別の実施形態を示す、展開状態での平面図である。
【符号の説明】
【００５２】
　１　パンツ型使い捨ておむつ
　２　表面シート
　３　裏面シート
　４　吸収性コア
　５　ウエスト開口部
　６　レッグ開口部
　７Ａ　第１領域
　７Ｂ　第２領域
　７Ｃ　第３領域
　７Ｄ　第４領域
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